
取り組み

健康経営優良法人制度とは、従業員の健康管理や健康増進の取り組みについて、特に

優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。健康経営に係る各種顕彰制

度を通じて、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、社会的な評価を受け

ることができる環境として整備されたものです。

当社は従業員の健康を守るため、以下の取り組みを行っております。

・長時間労働を防ぐためＰＣ強制シャットダウンのシステム導入

・婦人科検診への金銭補助

・禁煙に関する研修の実施

今後も当社は、地域の健康課題に即した取り組みを推進し、従業員の健康と働きや

すい職場環境づくりを進めてまいります。

経済産業省ウェブサイト

永浜クロス株式会社（所在地：札幌

市豊平区豊平2条13丁目1-16、代表

取締役社長：永濵 哲也）は、2026年

3月9日付で、経済産業省および日本

健康会議が共同で選定する「健康経

営優良法人2026（中小規模部門）」

に認定されましたのでお知らせいた

します。

永浜クロス株式会社「健康経営優良法人2026
（中小規模法人部門）」に認定
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